
環境にやさしい植物性インキを使用しています 見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

４月１日から制度開始

こども誰でも通園制度の利用申請を受け付けます

施設名 所在地 電話番号

こどものくに幼稚園（※） 前原町３-３５-１１ ０４２-３８１-１７０１

また明日保育園（※） 貫井南町４-１４-１４ヴィレッジ・パル１階 ０４２-３８６-８２８０

キッズガーデン小金井桜町（予定） 桜町２-１-６ ０４２-３１６-５１７０

くりのみ保育園（予定） 東町３-１-１６ ０４２-３８３-１１８０

さくら保育園（予定） 貫井北町３-３０-６ ０４２-３８３-１１８２

施設名 所在地 電話番号

せいしん幼稚園（※） 中町２-１５-４０ ０４２-３８４-５３１５

ぬくい南幼稚園（※） 貫井南町５-１２-１５ ０４２-３８３-５２０７

朋愛幼稚園（※） 中町４-２-１８ ０４２-３８１-４８００

みそら幼稚園（※） 東町２-２７-７ ０４２２-３１-７５８１

小金井教会幼稚園（※） 本町２-１０-１０ ０４２-３８１-１７２６

b下表のとおり
t市内在住の保育所等に通っていない６か月～３歳になった最初の
３月３１日までの子ども（対象年齢は施設により異なります）

m３月２日から、こども家庭庁ホームページで
i▷利用申込方法等について＝保育課保育係（☎０４２-３８７-９８４６）
▷預かりの内容等について＝各施設

　子育ての応援と子どもの良質な成育環境の整備を目的に、保護者の就労要件やライフスタイルに関わらず、子どもが保育所等に通園できる
制度です。保護者のために預かるものではなく、子どもが家庭では得られないさまざまな経験を通じて成長していくことを応援します。

こども誰でも通園制度とは？

▷家庭とは異なる経験、家族以外の人と関わる機会が
得られ、ものや人への興味や関心が広がります
▷年齢の近いこどもとの関わりにより、成長発達に資
する豊かな経験をもたらします

■子どもにとって

▷市内施設を使用する場合
月１０時間まで（都制度実施施設（※）は上乗せ有り）
▷市外施設を使用する場合
利用時間が異なりますので、詳しくはお問い合わせく
ださい

■利用時間

■利用方法について

▷地域の子育て支援に関する情報や人とのつながりが
広がり、社会的な孤立感や育児への不安感・負担感を
和らげます

■保護者にとって

保護者による申請１ ２ 市の認定

３ 各施設にて初回面談 ４ 施設利用予約
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